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令和５年度 第１回柏原市公民館運営審議会 議事録 

 

 

開催日時：令和５年７月２７日（木） 午前１０:００～１１：００ 

 

場 所：公民館３階 展示室 

 

本日の公民館運営審議会次第 

 

１．開  会             司会）公民館長 稲山 佳史 

２．委嘱状の授与 

３．教育長挨拶              柏原市教育委員会 

                      教育長  新子 寿一  

４．委員並びに職員の紹介 

  【出席委員】乾 一 議員 梅原 壽恵 議員 大江 侃 様 

        小野 恭靖 様 北井 厚子 様 小森 美智代 様 

        杉野 雅仁 様 谷舗 佐知子 様 吉内 登和子 様 

【本日欠席者（３名）】 

坂下 朋子 様  田仲 清高 様  土井 眞次 様 

【事 務 局】新子 寿一（教育長） 桐籐 英樹（教育部長） 

        稲山 佳史（教育部次長兼公民館長） 

        笠原 秀保（公民館参事） 福 島 潔（公民館主幹） 

        寺 川 款（公民館職員） 

５．会長、副会長の選任 

６．案  件 

（１） 令和４年度事業報告及び令和５年度事業計画について 

①貸館について 

②公民館講座について 

③第 33回柏原市民文化祭について 

④公共施設等再編整備基本計画（案）について 

（２）その他 

７．閉会挨拶               柏原市教育委員会 

                      教育部長  桐藤 英樹 

《 開  会 》 

 

（司会者 公民館館長） 

本日はお忙しいところ、令和５年度 第１回柏原市公民館運営審議会にご出
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席を賜わりまして、誠に有難うございます。 

私、この４月に公民館長を拝命しました稲山と申します。本日の司会進行を 

務めさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

始めに柏原市公民館運営審議会条例第２条第２項の規定により、柏原市教育

委員会・新子教育長より皆様に委嘱状を授与させていただきたいと思います。 

委員の皆様には、令和５年４月１日から令和７年３月３１日までの２年間、審

議会委員を委嘱させていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。    

それでは、教育長よろしくお願い致します。 

 

《 委嘱状 授与 》 全１２名 

 

 それでは、新子教育長よりご挨拶申し上げます。 

 

《 新子教育長 挨拶 》 

 

続きまして、本日が柏原市公民館運営審議会委員の皆様の初顔合わせとなり

ますので、委員の皆様、並びに教育長、教育部長、公民館の職員の紹介をさせ

ていただきます。 

 

《 委員並びに教育長・職員の紹介 》 

 

それでは、会議に入って頂く前に、ご協議願います。 

柏原市公民館運営審議会条例第４条において、「審議会に会長を置き、委員

の互選によって定める」となっております。 

ここで、会長の互選をお願いいたします。 

 

《会長、副会長の選任》 

 

（参加者から） 

「杉野 雅仁 委員」の声あり  

 

（司会者 公民館館長） 

ただ今、杉野 雅仁 委員を会長に、とのお声が上がりましたが、いかがで

しょうか。 

 

（参加者から） 

「異議なし、お願いします。」の声あり 
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（司会者 公民館館長） 

それでは、杉野 雅仁 委員に会長をお願いしたいと思います。 

杉野会長、議長席へ移動よろしくお願い致します。 

 

続きまして、同条例第４条第３項により「会長に事故ある時の職務代理する委

員の副会長は、会長が指名する」ことになっておりますので、杉野会長、ご指

名をお願い致します。 

 

（会長） 

それでは、副会長に 吉内 登和子 委員 を指名したいと思います。 

 

（司会者 公民館館長） 

それでは、吉内 副会長、副会長席の方へお願い致します。 

会長に杉野 雅仁 委員、副会長に吉内 登和子 委員が決定致しました。 

令和５年度、令和６年度の２年間、よろしくお願い申し上げます。 

 

それでは、杉野会長、吉内副会長から就任のご挨拶をお願い致したいと思い

ます。杉野会長よりお願い致します。 

 

《会長、副会長、就任の挨拶》 

 

（司会者 公民館館長） 

次に、本日の会議の成立ですが、公民館運営審議会条例 第５条 第２項の定

めにより、委員総数の１/２以上の出席が成立条件となっております。 

本日の出席者数は、委員１２名中 ９名出席して頂いておりますので、 

本会議は成立することを報告いたします。 

 

それではこれより議事に移りたいと思いますが、同条例 第５条 第１項の規

定により、「会長が議長となる」となっておりますので、杉野会長 に議長をお

願いし、議事の進行をお願いいたします。 

 

また、本日の会議につきましては、「まちづくり基本条例」によりまして、会 

議の公開、また議事録を作成し、公表することになっておりますので、本日の

会議の録音をさせていただきます。 

 

それでは杉野会長、よろしくお願い致します。 
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《 議長による議事進行開始 》 

 

（議長） 

それでは、議事を進行させていただきます。 

案件の（１）令和４年度 事業報告 及び 令和５年度事業計画についての①貸 

館について、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 私から、案件（１）「令和４年度事業報告及び令和５年度事業計画について」

の①「貸館について」をご説明申し上げます。 

誠に申し訳ありませんが、着座にてご説明させていただきます。 

資料の１ページ「公民館貸館状況表（令和３年度 令和４年度の対比）」を

ご覧ください。なお、使用料の額につきましては、資料の２ページに記載して

おります。 

それでは、貸館状況をご説明いたします。 

この表は、本館、国分分館、堅下分館の令和３年度、令和４年度の３月末現

在の延べ利用件数、延べ利用人数、使用料額とその増減について、記載してお

ります。 

まず本館ですが、８室ございます。２階には、多目的室、講座室、実習室、

調理室、和室があり、３階には展示室、会議室、講堂がございます。各室の増

減につきましては、資料の方をご参照ください。本館の小計だけを申し上げま

す。令和３年度は、９８７件、１０,３６７人、使用料額は５２８,５００円、令

和４年度は、１,３５４件、２０,１７２人、使用料額は７５５,６５０円、増減

といたしましては、３６７件、９,８０５人の増、使用料額は２２７,１５０円

の増となっております。 

 

 それでは、各室の増減についてご説明いたします。 

令和４年度につきましては、令和３年度と比較いたしまして、３館とも全て

のお部屋で件数、人数共に増加しております。これは新型コロナウイルス対策

のための利用制限が全国的に、また大阪府内でも次第に緩和されていったため、

各団体の行事やイベントが徐々に再開されるようになっていったこととそれ

に伴い、今までコロナ対策のために活動を自粛していた、公民館利用団体の活

動が活発化していったことが要因であると考えております。１例を上げますと、

昨年５月に３年ぶりに柏原市文化連盟祭が本館で開催され、２日間で、延べ約

７００人の市民の方が公民館に来館されておられます。その準備のための、各

クラブの活動が増加しております。公民館本館の中でも、３階講堂の増加が著

しいのは、講堂で行事や展覧会、各種イベント、各団体の会議が頻繁に開催さ
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れるようになったからであると考えております。 

 

次に国分分館ですが、５室ございます。２階に中会議室、小会議室、和室、

調理室、３階に大会議室がございます。各室の増減につきましては、資料の方

をご参照ください。国分分館の小計だけを申し上げます。令和３年度は、６４

５件、５,０６０人、使用料額は２９６,６５０円、令和４年度は、９０５件、

７,５５５人、使用料額は４２９,８００円、増減といたしましては、２６０件、

２,４９５人の増、使用料額は 

１３３,１５０円の増となっております。 

 

では、増減についてご説明申し上げます。 

全てのお部屋で件数、人数ともに増加しています。理由につきましては、本館

と同様であると考えております。また、中でも増加が著しい３階大会議室は、

やはりこちらで各種団体の会議や、行事が開催されだしたため、利用が増加し

たものと考えております。 

なお、令和４年度の国分分館の利用件数は、コロナ対策が本格化する以前の

令和元年度の利用件数を上回っております。 

 

最後に堅下分館ですが、８室ございます。１階に IT教室、学習室、会議室、

２階に会議室、和室、小会議室、３階に学習室、多目的ホールがございます。

なお、３階部分は、青少年センターでございまして、社会教育課が管轄してお

ります。 

各室の増減につきましては、資料の方をご参照ください。堅下分館の小計だ

けを申し上げます。 

令和３年度は、１,００２件、８,７５７人、使用料額は５１９,３５０円、令

和４年度は、１,４２７件、１２,４１８人、使用料額は７７５,５５０円、増減

といたしましては、４２５件、３,６６１人の増、使用料額は２５６,２００円

の増となっております。 

 

では、増減についてご説明申し上げます。 

全てのお部屋で件数、人数ともに増加しています。理由につきましては、本

館と同様であると考えております。また、中でも増加が著しい２階会議室では、

社交ダンスや河内音頭、地元大県地区をはじめとする町会や各種団体の会議が

再開され、活発な活動が見られるようになったためであり、３階多目的ホール

では、コーラスやハンドベル、吹奏楽や鼓笛隊の活動が徐々に再開され、活発

になってきたため、利用が増加したものと考えております。 
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以上３館全体で令和３年度は、２,６３４件、２４,１８４人、使用料額は、

１３４万４,５００円、令和４年度は、３,６８６件、４０,１４５人、使用料額

は１９６万１,０００円でした。令和３年度と比較して、増減といたしましては、

１,０５２件、１５,９６１人の増、使用料額は６１６,５００円の増でした。 

以上、「貸館について」ご説明させていただきました。 

 

今後も、利用者の皆様により安全に、より快適にご利用いただけるように、

公民館施設の改善に一層努めて参りますので、よろしくご審議賜りますようお

願い申し上げます。私からは以上です。 

 

（議長） 

ありがとうございました。 

それでは、ただいま説明がありました貸館について、質問があればお願い致 

します。 

 

（質問者） 

令和３年と４年の比較は充分説明して頂きました。 

令和４年の利用人数は、３年に比べて増えてきたと言うことですが、コロナ

のない時代と比べて何パーセントぐらい違いはありますか。 

 

（事務局） 

本館でございますが、令和元年と比較しまして９３％となっております。 

国分分館は令和元年をすでに超えています。 

堅下分館につきましては令和元年と比較しまして８７％の利用となってお 

ります。以上でございます。 

 

（質問者） 

令和５年度に入っても順調ですか。 

 

（事務局） 

順調に伸びております。 

 

（質問者） 

コロナがまた増えてきていますがコロナ対策は今も行っていますか。 

 

（事務局） 

コロナ対策につきましては、窓口で消毒液の塗布や検温を自主的に行ってい 
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ただけるようにしております。強制ではございませんが今までと同様に引き続

き感染防止対策を実施してまいります。 

 

（議長） 

続きまして、②公民館講座開催について、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） 

公民館開催講座につきまして、ご説明申し上げます。 

まずは前年度、令和４年度の講座の実施状況につきましてご説明させていた

だきます。資料は３ページから５ページとなります。 

令和４年度の文化連盟委託講座につきましては、８講座の開講となりました。 

次に大阪教育大学や関西福祉科学大学などの先生を講師にお迎えいたしま

した教養講座は５講座、外国語講座は３講座を実施いたしました。 

最後に基礎講座につきましては、(1)生け花、(2)ワード入門、(3)初歩から楽

しむスマートフォン・アイフォンの３講座につきまして、受講申込者が少数で

ありましたことから中止となりました。 

誠に恐れ入りますが、詳細につきましては資料の方をご参照くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

次に本年度、令和５年度開催中の講座、開催予定の講座につきまして、ご説

明申し上げます。資料は６ページから８ページとなります。 

文化連盟委託講座につきましては、前期講座を６講座、後期講座６講座を予定

しております。なお既に前期講座につきましては申込が終了しておりますが、

受講申込者が少数でありましたことから３講座が中止となっております。 

次に教養講座、外国語講座につきましては、令和４年度と同様に５講座と３

講座を予定しており、現時点におきまして、教養講座３講座、外国語講座２講

座を実施いたしました。なお、教養講座３講座のうち、歌謡文学の世界２とポ

ジティブ心理学の２講座につきましては、既に終了しております。 

最後になりましたが、基礎講座につきましては１１種類１４講座を計画し、

現在４講座を実施中でございます。 

こちらの詳細につきましては、資料の方をご参照くださいますようお願いい

たします。 

以上で公民館開催講座のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議

賜りますようお願いいたします。 

 

（議長） 

 それでは、ただいま説明がありました公民館講座開催について、質問があれ 
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ばお願い致します。 

 

ご質問が無いようですので、続きまして、③令和５年度に開催されます、 

第３３回柏原市民文化祭について、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） 

それでは、令和５年度「第 33 回柏原市民文化祭について」私のほうからご 

説明させていただきます。 

誠に申し訳ありませんが、着座にてご説明させていただきます。 

それでは９ページをご参照ください。開催内容を記載していますが、大きく 

分けて展示部門と発表部門がございます。 

展示の部門につきましては書道、ペン習字展、美術展、生花展、手工芸、生

活文化展、短歌、俳句の展示こういった物がございます。 

それから発表部門につきましては、文芸まつりは短歌会、俳句会、詩吟など、

芸能まつりにつきましては、社交ダンス、フラダンスや河内音頭などがござい

ます。またこの他に、史跡めぐりも実施しています。 

それぞれの部門で、市民の皆様方の日頃の練習成果を存分に発揮していただ

きたいと考えています。 

なお、史跡めぐりにつきましては、募集人数は８０名ほどを予定しておりま

す。河内堅上に集合していただき日本遺産、龍田古道・亀の瀬プロジェクショ

ンマッピングもございますので、ご参加お待ちしております。 

また、文化祭の式典でございますが、本日ご参集いただきました議員の皆様

におかれましてはご来賓として紹介させていただきたいと考えています。ぜひ

ご出席たまたまわりますようよろしくお願いいたします。 

周知につきましては広報８月号とホームページ、ポスターやチラシを駅の通

路などに貼らしていただきと考えています。市民文化祭を盛り上げてまいりま

すので多くの皆様の参加をお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

（議長） 

 それでは、ただいま説明がありました令和５年度 第３３回柏原市民文化祭 

について、質問があればお願い致します。 

 

 ご質問が無いようですので、続きまして、④公共施設等再編整備基本計画（案） 

について、事務局より説明をお願いします。 
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（事務局） 

着座にてご説明させていただきます。 

私の方から柏原市 公共施設等 再編整備 基本計画（案）についてご説明い

たします。お配りしています資料の 10ページをご覧ください。11 ページか

らは計画の概要版を添付しております。 

まず、この計画ですが公共施設の中には、建築後 30 年以上を経過したもの

が多く、全体の 6 割近くを占めており、建替えや大規模な改修が必要となる

時期を迎えています。 

全ての公共施設を同じ規模で維持し続けることは、財政状況など含め困難

な状況であることから、公共施設のあり方を見直し、統廃合や複合化、集約

化などを検討し、公共施設の最適化を図るための基本計画として策定される

ものです。 

ご存知の方もおられると思いますが、基本計画（案）の内容のうち、公民

館に関わる部分を簡単にご説明いたします。 

１０ページの図がありますが再編対象施設として、４つの建物が対象とな

ります。そして上のほうに公民館、図書館を含む、市民文化センターは再編

対象として廃止となっています。 

また、その下の堅下合同会館についても、集約化に伴い廃止対象施設とな

っていますが、移転先の急激な利用率の増加を緩和するため、必要な改修工

事等を行ったうえで、施設が安全に使用できる間は、残すという計画となっ

ています。  

 

公民館といたしましては、本館と堅下分館がありますが、どちらもＪＲ柏

原駅に近接した利便性の高い、市民プラザ、アゼリア６Ｆへの移転が計画さ

れています。 

また、公民館で実施されている陶芸や工作を行う部屋などの一部機能は、  

サンヒル柏原、(仮称)市民交流センターを利用できるよう計画されています。 

 

またこの計画の移転時期としては、令和 8 年度の予定で、令和 7 年度中は

現行の施設を使用しながら、堅下合同会館や市民プラザの改修工事を実施し

令和８年度から移転ができるような計画になっております。 

 

説明は以上です。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

（議長） 

 それでは、ただいま説明がありました。 

公共施設等再編整備基本計画（案）について質問があればお願い致します。 
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（質問者） 

公民館が無くなると言うことですが市民の皆様はこの先どうしたら良いの

か、今後も対応できるような状況で柏原市民のために今後もよろしくお願い

いたします。 

 

（議長） 

 他、ご質問が無いようですので、次に案件（２）その他に入ります。何か

ご質問があればお願い致します。 

 

（質問者） 

貸館の件で何日か前にこの資料を頂いていたら、定員が割れている講座や

定員まで達している講座とか見ながら、質問させていただく程ではないのか

なと思っていましたが、前もってこの資料を頂ければ私も分析したいので、

どの様に募集しているのか、定員に満たなかった場合は次回募集をどのよう

にされているのか、私にも皆さんにも、もう少し興味を持って頂けるような

方法など、前もって資料を頂いていたら私なりに募集方法とか考えてみたい

と思います。次回よろしくお願いします。 

 

（議長） 

他ご質問ございませんか。 

ご質問が無いようですので、以上、すべての議事が終わりました。 

それでは、これで令和５年度 第１回 公民館運営審議会の案件の審議を終わ

せていただき、議長の職を解かせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

 

（司会者 公民館館長） 

杉野会長には、長時間に渡りありがとうございました。 

最後に、本日の 公民館運営審議会の閉会にあたり、桐藤 教育部長より挨

拶を申し上げます。 

 

《 桐籐教育部長挨拶 》 

 

これをもちまして、本日の公民館運営審議会を終わらせていただきます。 

皆様どうもありがとうございました。お気をつけてお帰りください。 


